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住
民
課　
　
　

撒（
５７
）４
１
３
６

　

現
在
お
使
い
の
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
、
本
年

７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

８
月
か
ら
使
用
す
る
保
険
証
は
、

縦
長
大
判
の
封
筒（
茶
色
）に
入
れ
て

７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　

８
月
１
日
以
降
は
、
今
回
お
送
り

す
る
新
し
い
保
険
証
を
医
療
機
関
等

の
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
在
お
使
い
の
保
険
証
は
、

８
月
１
日
以
降
に
住
民
課
ま
で
返
却

し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

住
民
課　
　
　

撒（
57
）４
１
３
６

　

現
在
お
使
い
の
高
齢
受
給
者
証
の

有
効
期
限
は
、
本
年
７
月
31
日
ま
で

で
す
。
８
月
か
ら
使
用
す
る
高
齢
受

給
者
証
は
、
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま

す
。

　

８
月
１
日
以
降
は
、
今
回
お
送
り

す
る
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
お
使

い
く
だ
さ
い
。

※ 

国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
の
有
効

期
限
は
９
月
30
日
ま
で
で
す
。
お

間
違
え
の
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

住
民
課　
　
　

撒（
57
）４
１
２
６

　

７
月
３
日（
月
）よ
り
全
国
の
次
の

店
舗
に
あ
る
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
か
ら

住
民
票
の
写
し
と
印
鑑
登
録
証
明
書

の
他
に
所
得
証
明
書
と
課
税
証
明
書

の
取
得
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

・
住
民
票
の
写
し
（
２
０
０
円
）

・
印
鑑
登
録
証
明
書
（
２
０
０
円
）

・
所
得
証
明
書
（
２
０
０
円
）

・
課
税
証
明
書
（
２
０
０
円
）

・
６
時
30
分
〜
23
時

・ 

年
末
年
始
（
12
月
29
日
〜
１
月
３

日
）
を
除
き
、
土
・
日
・
祝
日
も

発
行
可
能

　

セ
ブ
ン-

イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
、

　

ロ
ー
ソ
ン
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、

　

サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス
、
セ
ー
ブ

　

オ
ン
、
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ（
順
不
同
）

　

＊
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
が
設
置
さ
れ

　
　

て
い
る
店
舗
に
限
る
。

※
コ
ン
ビ
ニ
で
各
証
明
書
を
取
得
す

　

る
た
め
に
は
「
個
人
番
号
カ
ー
ド

　

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）」
が
必

　

要
で
す
。「
個
人
番
号
カ
ー
ド（
マ

　

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）」
の
取
得

　

に
つ
い
て
は
地
方
公
共
団
体
情
報

　

シ
ス
テ
ム
機
構
に
交
付
申
請
を
し

　

て
く
だ
さ
い
。（
交
付
ま
で
に
１

　

か
月
程
度
か
か
り
ま
す
。）

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　

撒
０
５
７
０（
05
）１
１
６
５

　

栃
木
年
金
事
務
所

　

撒
０
２
８
２（
22
）４
６
９
７

　

平
成
29
年
８
月
か
ら
、
年
金
を
受

給
す
る
た
め
に
必
要
な
資
格
期
間
が

10
年
と
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
納
付
済
・
免
除
期
間
、
合

　

算
対
象
期
間
、
厚
生
年
金
加
入
期

　

間
な
ど

①
年
金
機
構
に
お
い
て
、
資
格
期
間

　

が
10
年
以
上
あ
る
こ
と
が
確
認
で

　

き
た
方
に
は
、
ご
自
宅
宛
て
に
年

　

金
請
求
書（
黄
色
）が
送
付
さ
れ
ま

　

す
。

②
平
成
29
年
２
月
下
旬
〜
７
月
上
旬

　

に
か
け
て
年
金
機
構
よ
り
順
次
発

　

送
し
て
い
ま
す
。年
金
請
求
書（
黄

　

色
）
が
届
き
ま
し
た
ら
、
最
寄
り

　

の
年
金
事
務
所
で
手
続
き
を
行
っ

　

て
く
だ
さ
い
。

※
請
求
書
が
届
か
な
い
方
で
も
、
任

　

意
加
入
の
申
出
に
よ
り
期
間
を
加

　

え
た
り
、
合
算
対
象
期
間
を
含
め

　

て
年
金
を
受
給
で
き
る
可
能
性
が

　

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
自
身
の
資
格

　

期
間
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
年
金
を
受
給
す
る
権
利
が
発
生
す

　

る
日
は
平
成
29
年
８
月
１
日
と
な

　

り
ま
す
。

※ 

年
金
の
手
続
き
の
ご
予
約
を
い
た

だ
き
ま
す
と
、
お
客
様
の
ご
都
合

に
あ
わ
せ
て
ス
ム
ー
ズ
に
相
談
が

で
き
ま
す
。
ご
予
約
の
お
申
し
込

み
は
「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」
ま

た
は
「
栃
木
年
金
事
務
所
」
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
お
問
い
合
わ
せ

の
際
は
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る

も
の
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。


